
法の適用日 猶予期日

2021年8月31日迄

災害救助法　適用地域

福島県

福島市（ふくしまし）
郡山市（こおりやまし）
白河市（しらかわし）
須賀川市（すかがわし）
相馬市（そうまし）
南相馬市（みなみそうまし）
伊達市（だてし）
本宮市（もとみやし）
伊達郡桑折町（だてぐんこおりまち）
伊達郡国見町（だてぐんくにみまち）
岩瀬郡鏡石町（いわせぐんかがみいしまち）
大沼郡会津美里町（おおぬまぐんあいづみさとまち）
双葉郡広野町（ふたばぐんひろのまち）
双葉郡楢葉町（ふたばぐんならはまち）
双葉郡富岡町（ふたばぐんとみおかまち）
双葉郡浪江町（ふたばぐんなみえまち）
相馬郡新地町（そうまぐんしんちまち）

2021年2月13日
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